
12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
１
３
０
号
「
市
道
路
線

の
廃
止
に
つ
い
て
」
及
び
議

第
１
３
１
号
「
市
道
路
線
の

認
定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
議
第
１
３
０
号
及

び
議
第
１
３
１
号
は
、
市
道

学
校
線
改
良
工
事
に
伴
い
、

市
道
の
形
態
が
変
更
し
た
た

め
、
既
存
の
路
線
を
廃
止

し
、
形
態
を
変
更
し
た
道
路

を
新
た
に
市
道
と
し
て
維
持

管
理
す
る
た
め
認
定
し
た
い

と
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
今
後
の
道
路
の
維
持
管

理
に
つ
い
て
は
。

答
道
路
改
良
に
よ
り
、
従

前
の
行
き
止
ま
り
が
解
消
さ

れ
て
巡
回
路
線
と
な
る
こ
と

か
ら
、
交
通
量
の
増
加
が
予

測
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
通
行

に
影
響
す
る
支
障
木
等
は
、

早
急
に
撤
去
し
て
い
く
予
定

で
あ
る
。
ま
た
、
道
路
幅
が

狭
あ
い
な
箇
所
に
つ
い
て

は
、
今
後
の
交
通
量
の
状
況

を
考
慮
し
、
改
修
す
る
か
否

か
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
全
員
一
致

提
案
理
由
を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し
た
。

12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
１
２
４
号
「
三
原
市
債

権
管
理
条
例
制
定
に
つ
い

て
」

【
要
旨
】
市
が
有
す
る
公お

お
や
け

の

債
権
※
１
及
び
私わ

た
く
し

の
債
権
※
２

に
関
し
、
統
一
的
な
処
理
基

準
を
定
め
、
債
権
管
理
の
一

層
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の

条
例
を
制
定
す
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
現
在
、
私
の
債
権
の
放

棄
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議

決
事
項
と
さ
れ
て
い
る
が
、

本
条
例
制
定
後
は
、
議
会
へ

の
報
告
事
項
に
変
更
さ
れ

る
。
そ
の
意
味
は
。

答
こ
れ
ま
で
は
、
市
が
私

の
債
権
を
放
棄
す
る
に
は
、

地
方
自
治
法
第
96
条
第
１
項

第
10
号
の
規
定
に
よ
り
、「
法

律
も
し
く
は
こ
れ
に
基
づ
く

政
令
又
は
条
例
に
特
別
の
定

め
が
あ
る
場
合
」
を
除
く
ほ

か
は
議
会
の
議
決
が
必
要
で

あ
っ
た
。
こ
の
度
、
本
条
例

を
制
定
す
る
こ
と
で
、「
特

別
の
定
め
の
あ
る
場
合
」
に

該
当
す
る
こ
と
に
な
り
、
議

会
の
議
決
を
要
し
な
い
こ
と

に
な
る
。
本
条
例
制
定
後

は
、
市
長
の
権
限
で
債
権
を

放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
が
、

滞
納
整
理
を
進
め
る
上
で
、

本
来
は
回
収
す
べ
き
債
権
を

市
の
判
断
で
放
棄
す
る
こ
と

は
、
財
源
確
保
の
面
か
ら
重

要
な
措
置
で
あ
る
た
め
、
そ

の
要
件
を
本
条
例
で
明
記

し
、
債
権
放
棄
を
行
っ
た
場

合
は
、
議
会
へ
の
報
告
を
義

務
付
け
る
こ
と
と
し
た
。

問
本
条
例
制
定
後
は
、
債

権
の
放
棄
が
増
え
る
こ
と
に

な
り
、
そ
の
結
果
、
収
入
率

が
上
が
る
と
予
想
す
る
が
、

ど
の
よ
う
な
見
通
し
を
立
て

て
い
る
の
か
。

答
本
条
例
の
主
た
る
目
的

は
、
市
の
債
権
管
理
に
係
る

事
務
の
統
一
化
及
び
効
率
化

を
図
り
、
市
民
へ
の
公
平
性

を
高
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
本
条
例
制
定
に

よ
っ
て
収
入
率
が
上
が
る
と

い
う
認
識
は
持
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
現
段
階
に
お
い

て
、
債
権
放
棄
の
対
象
と
な

る
額
を
示
す
こ
と
は
で
き
な

い
が
、
時
効
が
完
成
し
、
援え

ん

用よ
う
※
３
が
な
い
た
め
に
整
理

が
で
き
な
い
私
の
債
権
は
、

滞
納
整
理
に
お
け
る
事
務
の

よ
り
一
層
の
効
率
化
を
目
指

し
て
い
く
た
め
に
も
、
適
正

か
つ
厳
正
に
放
棄
す
べ
き
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。

【
採
決
】

　

こ
の
他
10
件
の

議
案
に
つ
い
て
、

採
決
の
結
果
、
全

員
一
致
提
案
理
由

を
了
と
し
、
原
案

ど
お
り
可
決
し

た
。

※
１　

公
法
上
の

原
因
に
よ
っ
て
発

生
す
る
債
権
。
市

税
、
介
護
保
険

料
、
保
育
所
保
育

料
等
の
滞
納
処
分

を
行
え
る
強
制
徴

収
公
債
権
と
滞
納

処
分
が
行
え
な
い

非
強
制
徴
収
公
債
権
に
分
け

ら
れ
る
。

※
２　

私
法
上
の
金
銭
債
権

で
、
契
約
等
の
当
事
者
間
の

合
意
の
上
に
発
生
す
る
債

権
。
市
営
住
宅
使
用
料
、
上

水
道
料
金
な
ど
。

※
３　

消
滅
時
効
の
利
益
を

受
け
る
者
が
、
時
効
の
完
成

を
主
張
す
る
こ
と
。

常
任
委
員
会
報
告

総
務
財
務
委
員
会

経
済
建
設
委
員
会

新たに認定された大和町下徳良125号線
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12
月
定
例
会
付
託
議
案
審
査

議
第
１
２
７
号
「
三
原
市
学

校
給
食
費
の
管
理
に
関
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
学
校
給
食
費
を
公

会
計
化
す
る
に
当
た
り
、
そ

の
適
切
な
管
理
に
関
し
必
要

と
な
る
基
本
的
事
項
を
定
め

る
た
め
、
条
例
を
制
定
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
公
会
計
化
に
伴
う
未
納

給
食
費
の
管
理
事
務
に
関
す

る
変
更
点
は
。

答
給
食
費
の
未
納
に
よ
る

保
護
者
へ
の
電
話
や
文
書
で

の
納
付
依
頼
、
及
び
督
促
に

か
か
わ
る
事
務
は
、
現
在
各

学
校
に
お
い
て
教
職
員
が

行
っ
て
い
る
が
、
公
会
計
に

な
っ
た
後
は
、
教
育
委
員
会

が
こ
れ
ら
の
事
務
を
担
う
こ

と
と
な
る
。

議
第
１
２
８
号
「
三
原
市
立

図
書
館
設
置
及
び
管
理
条
例

の
一
部
改
正
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
市
立
図
書
館
の
管

理
業
務
に
つ
い
て
指
定
管
理

者
制
度
の
導
入
を
可
能
と
す

る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る

も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
図
書
館
の
休
館
日
に
関

す
る
考
え
方
は
。

答
現
在
は
、
国
民
の
祝
日

等
を
休
館
日
と
し
て
い
る

が
、
効
果
的
な
利
用
を
促
進

す
る
た
め
、
今
後
、
祝
日
等

の
開
館
に
つ
い
て
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て

い
る
。

　

た
だ
し
、
蔵
書
点
検
等
を

行
う
特
別
整
理
期
間
と
し
て

２
週
間
程
度
休
館
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
合
理
性

を
も
っ
て
検
討
し
て
い
き
た

い
。

議
第
１
２
９
号
「
三
原
リ
ー

ジ
ョ
ン
プ
ラ
ザ
及
び
三
原
市

武
道
館
の
指
定
管
理
者
の
指

定
に
つ
い
て
」

【
要
旨
】
三
原
リ
ー
ジ
ョ
ン

プ
ラ
ザ
及
び
三
原
市
武
道
館

に
お
け
る
指
定
管
理
者
を
指

定
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議

会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

【
主
な
質
疑
の
内
容
】

問
指
定
管
理
者
を
公
募
す

る
際
の
考
え
方
は
。

答
こ
の
度
の
リ
ー
ジ
ョ
ン

プ
ラ
ザ
、
及
び
武
道
館
の
指

定
管
理
者
の
公
募
に
当
た
っ

て
は
、
両
施
設
が
大
型
施
設

で
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
市

民
サ
ー
ビ
ス
を
よ
り
向
上
さ

せ
る
こ
と
に
重
点
を
置
き
、

市
外
の
事
業
者
も
対
象
と

し
、
幅
広
く
求
め
る
こ
と
と

し
た
。

　

選
定
の
結
果
、
今
年
度
ま

で
は
、
市
内
の
事
業
者
が
指

定
管
理
者
で
あ
る
が
、
来
年

度
か
ら
の
３
年
間
は
、
市
外

の
事
業
者
を
指
定
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。

　

今
後
の
公
募
に
お
い
て

は
、
市
内
の
事
業
者
を
優
先

的
に
と
ら
え
る
視
点
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【
採
決
】

　

採
決
の
結
果
、
議
第
１
２

８
号
に
つ
い
て
は
、
起
立
採

決
の
結
果
、
賛
成
多
数
を

も
っ
て
、
ま
た
残
余
の
３
件

に
つ
い
て
は
、
全
員
一
致
、

提
案
理
由
を
了
と
し
原
案
ど

お
り
可
決
し
た
。

厚
生
文
教
委
員
会

三原リージョンプラザ

○本会議の傍聴　
　本会議を傍聴される方は、仮庁舎１階東側の入口を
ご利用ください。本会議の傍聴は、議場入口で受付を
した後、傍聴券を受け取って入場してください。
○委員会の傍聴　
　委員会を傍聴される方は、仮庁舎１階西側の正面玄
関をご利用ください。議会事務局で受付をした後、２
階委員会へ入室してください。

○駐車場は敷地内にありますので，車でご来庁の方は
ご利用ください。

仮庁舎での市議会傍聴のご案内

傍聴入口正面玄関

議場

　新庁舎の建設に伴い、議会は仮庁舎（館町：
ゆめきゃりあセンター）へ移転しています。
　新庁舎開庁（平成31年５月を予定）までの
一時移転となります。

住所　三原市館町２丁目５番２号　　　　
電話番号　議会事務局　（0848）67‒6137

議会仮庁舎のご案内

（ＪＲ三原駅北口から400ｍ 徒歩約５分）

15


